
令和２年(2020年)４,５,６月入所者用 

新型コロナウイルス感染症の感染予防により 

「育児休業からの復帰期限」と 

「求職活動の勤務証明書提出期限」を 

特例として延長します 

標題について、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ特例対応を行います。 

 令和２年４月３０日時点での対応をお知らせしますので、踏まえた対応をお願いします。 

育児休業復帰期限の延長 

 育児休業中で申し込んだ場合、復職の期限を下記の期限まで延長します。 

４,５,６月入所の方 

 →令和２年８月１４日までに職場復帰することが条件 

（特例対応の前は５月１４日まで） 

※令和２年８月３１日（月）までに復職証明書を御提出ください。 

求職活動の勤務証明書提出期限の延長 

 求職中で申し込んだ場合、勤務証明書（「勤務」にチェックが入ったもの）の提出期限を

約１か月延長します。 

【原則】４月入所の方 

     →令和２年６月１０日までに「認定変更申請書」及び 

「勤務(内定)証明書」を提出することが条件 

（特例対応前は５月１５日まで） 

５月入所の方 

     →令和２年７月１０日までに「認定変更申請書」及び 

「勤務(内定)証明書」を提出することが条件 

（特例対応前は６月１５日まで） 
【例外】上記期限までに勤務を開始できない方 

就労先未定だが、認定期間（入所から３か月）経過後も引き

続き求職活動を行う方は、手続の上、認定期間（入所期間）

をさらに３か月延長します。 

   （手続については、対象者に別途通知を差し上げます。） 

 
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため「協力のお願い」に応じて令和２

年５月の保育施設を欠席した場合、利用者負担（保育料）の日割計算による計算を行い

ます。手続等についての詳細は、別途お知らせします。 

越谷市子ども育成課 保育担当      

電話 ０４８－９６３－９１６７（直通） 
※６月以降については、 

状況を踏まえ別途お知らせします。 


